
加古川市子育て家庭ショートステイ事業実施要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、加古川市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱（以下｢要綱｣

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（実施施設の指定） 

第２条 要綱第５条に規定する実施施設の指定を受けようとする施設の長（以下｢施

設長｣という。）は、加古川市子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定申請書

（様式第１号。以下｢指定申請書｣という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による指定申請書の提出があったときは、内容を審査し、そ

の適否を決定するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により実施施設としての適否を決定したときは、加古川市子

育て家庭ショートステイ実施施設指定承認通知書（様式第２号）又は加古川市子育

て家庭ショートステイ実施施設指定不承認通知書（様式第３号）により施設長に通

知するものとする。 

（実施施設の指定辞退） 

第３条 施設長は、実施施設の指定を辞退する場合は、加古川市子育て家庭ショート

ステイ実施施設指定辞退届（様式第４号。以下｢辞退届｣という。）を市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の規定により辞退届の提出があった場合、実施施設の指定を解除す

るのにやむを得ないと認めるときは、加古川市子育て家庭ショートステイ実施施

設指定解除通知書（様式第５号）により施設長に通知するものとする。 

（実施施設の指定解除） 

第４条 市長は、実施施設が事業の実施をすることが困難と認める場合は、実施施設

の指定解除をすることができる。 

２ 市長は、前項の規定により指定解除したときは、前条第２項の規定を準用し、施

設長に通知するものとする。 

（養育等の申請） 

第５条 要綱の規定により、養育又は保護（以下「養育等」という。）を受けようと

する児童の保護者（以下｢保護者｣という。）は、加古川市子育て家庭ショートステ

イ事業利用申請書（様式第６号。以下｢利用申請書｣という。）に次の各号に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 市内に住所を有すること及び児童の年齢を確認できるもの（健康保険証等）。 

(2) 市町村民税非課税世帯に該当する場合は、市町村民税非課税証明書 

(3) 母子家庭等に該当する場合は、そのことを確認できるもの（戸籍謄本、児童扶

養手当証書、母子医療受給者証等）。 

(4) 生活保護被保護世帯に該当する場合は、保護受給者証明書 

２ 保護者は、緊急を要する場合は、口頭により申請をすることができる。この場合

において、保護者は、事後速やかに前項の規定による手続きをしなければならな

い。 

（養育等の決定） 



第６条 市長は、前条第１項の利用申請書の提出があったときは、速やかに実態を調

査し、養育等の要否について決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により養育等の要否について決定したときは、加古川市子育

て家庭ショートステイ事業利用（期間延長）決定通知書（様式第７号）又は加古川

市子育て家庭ショートステイ事業利用却下通知書（様式第８号）により保護者に通

知するものとする。 

（施設への通知等） 

第７条 市長は、前条第２項の規定により養育等の決定をしたときは、加古川市子育

て家庭ショートステイ事業委託（期間延長）通知書（様式第９号）により実施施設

へ通知するものとする。 

２ 市長は、第５条第２項の規定により口頭で養育等の申請を受けた場合は、必要な

事項を聴取のうえ、養育等を要する決定を行い、保護者又は実施施設に口頭で通知

し、又は依頼するものとする。 

（養育等の終了） 

第８条 市長は、実施施設における養育等が終了したときは、加古川市子育て家庭シ

ョートステイ事業解除通知書（様式第10号）により保護者に通知するものとする。 

（経費） 

第９条 施設長は、養育等の終了後、養育等に要する経費及び当該養育に附随する居

宅等と実施施設の間の送迎に要する経費を加古川市子育て家庭ショートステイ事

業請求書（様式第11号）により、市長に請求しなければならない。 

２ 保護者は、養育等の終了後、要綱第６条第２項及び第３項に規定する経費を市に

支払わなければならない。 

（補則） 

第１０条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

 

  附 則 

 この要領は平成8年4月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は平成24年4月2日から施行する。 

附 則 

 この要領は平成25年7月1日から施行する。 

附 則 

 この要領は平成29年4月1日から施行する。 

 


